
　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

案内サインの充実 各駅において必要なサインの設置、改修を実施する。

計画どおり実施済み。国際展示
場駅(2020年度実施済み)を除く
6駅の総合案内板(路線図、出口
案内、構内案内図など)を2024
年1月に改修した。

　　②　鉄道駅を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準
　　　を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

定期的な点検

移動円滑化に係る設
備の取扱い教育

旅客施設及び車両について、定期的な点検を実施し、機能の維持に努め
る。
駅社員に対して、ホームドアなどバリアフリー設備の取扱いについて教育
を実施する。

計画通り実施済み。

対象となる鉄道
駅

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

新木場駅 ホームドアを整備する。（2023～2025年度）
計画通りホーム補強
工事を実施済み。

　　①　鉄道駅を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和５年度）

　　 住　　所　 　東京都江東区青海1-2-1
　　　　　　　 
　 　事業者名　 　東京臨海高速鉄道株式会社
　　 代表者名　　 代表取締役社長　齋藤　真人　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

「声かけ・サ
ポート運動」の
継続実施

各社局と合同で実施している「声かけ・サポート運動」を
継続的に実施し、見守り活動を引き続き行う。

計画どおり実施済み。
2023年8月に強化キャンペー
ンの共同リリースをホーム
ページに掲出した。



　（３）報告書の公表方法

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

障害者の接遇に
関する民間資格
の取得

視覚障害者及び
盲導犬をお連れ
の方への対応訓
練を実施

おもてなしの心と安全な介助技術を学ぶ「サービス介助
士」の資格を駅社員中心に取得、更新させる。

実際の駅等を使用し、視覚障害をお持ちのお客さまへのご
案内や接遇スキルを向上させるため、講習会を実施する。

計画どおり実施済み。
駅社員中心に新規資格取得
7名、更新44名。

計画どおり実施済み。
2023年10月に講習を実施
し、駅社員16名が受講し
た。

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

沿線自治体の協議会に参加し、必要な協力を行った。

当社ホームページ上で公表する。

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に
　　　ついての鉄道駅の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

　（４）その他

前年度の実施状況

ポスター掲示等

国土交通省からの各種キャンペーンへの呼びかけに積極的
に応じて、移動等円滑化に向けた広報活動及び啓発活動を
実施する。

計画どおり実施済み。



鉄道駅の
名称

路線名 所在都
道府県
市町村

一日当
たりの
利用者
数

有人駅
、無人
駅の別

公共交
通移動
等円滑
化基準
省令適
合の有
無

段差へ
の対応

プラッ
トホー
ムの数

段差が解
消されて
いるプラ
ットホー
ムの数

エレベ
ーター
の設置
基数

エスカ
レータ
ーの設
置基数

その他
の昇降
機の設
置基数

傾斜路
の設置
箇所数

視覚障害
者誘導用
ブロック
の設置の
有無

案内設
備の設
置の有
無

障害者
対応型
便所の
設置の
有無

障害者
対応型
改札口
の設置
の有無

障害者
対応型
券売機
の設置
の有無

車椅子使
用者の円
滑な乗降
が可能な
プラット
ホームの
数

転落防止
のための
設備の設
置の有無

新木場駅 臨海副都心線 東京都江東区 56,833人 〇 〇 1 1
１基

（１）
６基

（６）
基 箇所

（　） 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 

東雲駅 臨海副都心線 東京都江東区 14,078人 〇 〇 2 2
２基

（２）
２基

（２）
基 ２箇所

（２） 〇 〇 〇 〇 〇 2 〇 

国際展示場駅 臨海副都心線 東京都江東区 67,666人 〇 〇 1 1
１基

（１）
10基

（10）
基 箇所

（　） 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 

東京テレポート駅 臨海副都心線 東京都江東区 41,593人 〇 〇 1 1
４基

（４）
16基

（16）
基 箇所

（　） 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 

天王洲アイル駅 臨海副都心線 東京都品川区 30,082人 〇 〇 1 1
２基

（２）
17基

（17）
基 １箇所

（１） 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 

品川シーサイド駅 臨海副都心線 東京都品川区 33,688人 〇 〇 1 1
２基

（２）
16基

（16）
基 １箇所

（１） 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 

大井町駅 臨海副都心線 東京都品川区 68,116人 〇 〇 2 2
２基

（２）
23基

（23）
基 箇所

（　） 〇 〇 〇 〇 〇 2 〇 

(合計)
計　駅

０駅 ７駅 ７駅

9 9

14基
（14）

90基
（90）

０基 ４箇所
（４）

７駅 ７駅 ７駅 ７駅 ７駅

9

７駅

〇

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が３万人以上の鉄道駅を設置又は管理してい
　　　る。

（２）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が3000人以上３万人未満の鉄道駅を設置又は
　　　管理していて、かつ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
　　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。

（令和６年３月31日現在）

Ⅱ　鉄道駅の移動等円滑化の達成状況（鉄道駅ごとに記入）



（第２号様式）

　10．傾斜路の設置箇所数の欄には、当該鉄道駅に設置された傾斜路の総数を記入し、同欄の括弧内には、公共交通移動等
　　円滑化基準省令第４条第６項及び第６条の基準に適合する傾斜路の数を記入し、（合計）には、それぞれの合計数を記
　　入すること。

　11．視覚障害者誘導用ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第９条の基準に適合している場合
　　に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　12．案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第10条から第12条までの基準に適合している場合に
　　○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　13．障害者対応型便所の設置の有無の欄には、当該鉄道駅に便所が設置されていない場合は―印を、便所が設置されてお
　　り、かつ、障害者対応型便所（公共交通移動等円滑化基準省令第13条第２項の基準に適合するものをいう。第10号、第
　　12号、第22号及び第24号様式を除き以下同じ。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されてい
　　る場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　14．障害者対応型改札口の設置の有無の欄には、当該鉄道駅に改札口が設置されていない場合は―印を、改札口が設置さ
　　れており、かつ、障害者対応型改札口（公共交通移動等円滑化基準省令第19条の基準に適合するものをいう。以下同じ
　　。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型改札口が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○
　　印の合計数を記入すること。

　15. 障害者対応型券売機の設置の有無の欄には、当該鉄道駅に券売機が設置されていない場合は―印を、券売機が設置さ
　　れており、かつ、障害者対応型券売機（公共交通移動等円滑化基準省令第17条の基準に適合するものをいう。以下同じ
　　。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型券売機が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○
　　印の合計数を記入すること。

　16. 車椅子使用者の円滑な乗降が可能なプラットホームの数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第20条第１項第１
　　号から第３号までの基準に適合しているプラットホームの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　17．転落防止のための設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第20条第１項第６号から第８号までの
　　基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　18．Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。　

  19．「中小企業者」とは、資本金の額が３億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。

　20．「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。

　９．その他の昇降機の設置基数の欄には、エレベーター及びエスカレーター以外の昇降機の設置基数を記入し、（合計）
　　には、その合計数を記入すること。

注１．複数の路線が乗り入れる鉄道駅は１鉄道駅として計上し、路線名の欄に当該複数の路線名を記入すること。

　２．有人駅、無人駅の別の欄には、当該鉄道駅が無人駅である場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入
　　すること。

　３．公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該鉄道駅が公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適
　　合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　４．段差への対応の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条及び第18条の２の基準に適合している場合に○印を記
　　入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　５．プラットホームの数の欄には、当該鉄道駅に設置されているプラットホームの総数を記入し、（合計）には、その合
　　計数を記入すること。

　６．段差が解消されているプラットホームの数の欄には、鉄道駅の出入口とそれぞれのプラットホームとの間の経路の段
　　差が解消されているプラットホームの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　７．エレベーターの設置基数の欄には、当該鉄道駅に設置されたエレベーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、公共
　　交通移動等円滑化基準省令第４条第７項の基準に適合するエレベーターの設置基数を記入し、（合計）には、それぞれ
　　の合計数を記入すること。

　８．エスカレーターの設置基数の欄には、当該鉄道駅に設置されたエスカレーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、
　　公共交通移動等円滑化基準省令第４条第９項の基準に適合するエスカレーターの設置基数を記入し、（合計）には、そ
　　れぞれの合計数を記入すること。


